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Ⅰ ごみ処理計画 

１ 計画の位置付け 

   本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条第１項及び第２項並びに、伊  

  那市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第１１条の規定に基づき、令和６年度におけ

る一般廃棄物の処理計画を策定するものです。 

   上伊那広域連合（伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村及

び宮田村）で策定した「ごみ処理基本計画」（平成３１年３月策定、第５次改定）の推

進及び実施のために、令和６年度の適正な処理に関する必要な事業について定めます。 

 

２ 計画の期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 計画の区域 

  伊那市の全域 

 

４ ごみ処理の計画 

(1) ごみ処理量 

ア ごみ処理計画目標排出量 

ごみの総排出量  令和６年度  １４，４４６ｔ／年 

イ 発生量の見込み 

種     類 令和５年度実績 計画排出量 前年実績対比 

燃 や せ る ご み 11,856t/年 11,844t/年 0.1％減 

 家庭系ごみ 8,566t/年 8,554t/年 0.14％減 

事業系ごみ 3,290t/年 3,290t/年 前年実績並み 

燃 や せ な い ご み ・ 粗 大 ご み 752t/年 748t/年 0.5％減 

 家庭系ごみ 748t/年 744t/年 0.5％減 

事業系ごみ 4t/年 4t/年 前年実績並み 

プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 類 592t/年 595t/年 0.5％増 

資 源 物 

古紙類 778t/年 790t/年 1.5％増 

牛乳パック 3t/年 3t/年 前年実績並み 

びん類 274t/年 274t/年 前年実績並み 

かん類 52t/年 52t/年 前年実績並み 

廃食用油 4t/年 4t/年 前年実績並み 

P E T 53t/年 53t/年 前年実績並み 

衣類 57t/年 56t/年 1.7％減 

有 害 ご み 27t/年 27t/年 前年実績並み 

 乾電池 22t/年 22t/年 前年実績並み 

蛍光管 5t/年 5t/年 前年実績並み 

計 14,448t/年 14,446t/年  
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(2) ごみ排出抑制のための方策に関する事項 

ア 推進体制  

伊那市連合衛生自治会と協働し、ごみの排出抑制を推進する。 

イ ごみ減量化・資源化のための方策 

(ｱ) 家庭系ごみに係る取組 

区 分 内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家   

 

庭 

 

系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生ごみ処理容器・

処理機購入補助 

燃やせるごみの多くを占める生ごみの減量化・資源化の推進の

ため、生ごみ処理機等を購入する世帯へ補助金を交付する。 

「その他の紙」の

資源化の推進 

燃やせるごみに含まれる資源化可能な「その他の紙」を古紙類へ

分別排出するようごみの出し方説明会などで啓発を行う。 

生ごみ・食品ロス

の削減 

(1)燃やせるごみの減量化のため、排出時には水分を切って減量

するよう、市報やホームページ、ごみの出し方説明会などによ

り啓発し、生ごみの減量化を図る。 

(2)食品ロス削減推進計画について準備、検討し策定する。 

(3)家庭での食品ロスを削減し、ごみの減量化を図るため、「３き

り（使いきり・食べきり・水きり）運動」について、市報やホ

ームページ、ごみの出し方説明会などにより啓発を行う。 

広報誌等による啓

発活動の推進 

(1)「市報いな」による定期的な啓発を図る。 

(2)市のホームページを随時更新し、充実を図る。 

(3)ケーブルテレビ、有線放送、文字放送等を有効に活用する。 

(4)スマートフォン向けごみ分別アプリ「さんあーる」の普及促

進及び、LINE を活用した情報発信により啓発を図る。 

(5)「ごみ・資源物の出し方」冊子により啓発を図る。 

(6)ごみの出し方の説明会を開催し啓発を図る。 

(7)ごみを減らすための３R（リデュース、リユース、リサイクル）

の啓発を図る。 

小型家電及びリチ

ウムイオン電池の

分別回収の推進 

(1)小型家電回収ボックスによる回収や、宅配便回収の活用を呼

びかけ、資源化及び不燃ごみの減量化を図る。 

(2)水銀含有製品の収集に合わせ、リチウムイオン電池の回収を

行い、リチウムイオン電池の危険性及び分別排出を周知して

いく。 

衣類回収の実施 衣類の拠点回収を年２回実施し、リユース又はリサイクルを行

い、資源化及び可燃ごみの減量化を図る。 

水銀含有製品の適

正な処理 

(1)年２回（10 月、3月）の環境美化活動に併せて廃蛍光管・廃

乾電池等水銀含有製品を収集し、リサイクル等適正に処理を

行う。 

(2)体温計や血圧計等の水銀使用製品の窓口での回収を行う。 

廃食用油の拠点回

収 

廃食用油を拠点回収し、民間業者がバイオディーゼル燃料とし

てリサイクル使用することにより、ごみの減量を推進し、処理施

設への負荷の低減及び河川の環境保全を図る。 
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家   

 

庭 

 

系 

粗大ごみ等のリユ

ース 

粗大ごみ等をリユース（繰り返し使う）することによるごみの減

量化を推進するため、フリーマーケットなどの開催を検討する。 

商品の過剰包装等

の抑制 

(1)ごみの発生を抑制する（リデュース）ため、商品の過剰包装

抑制と簡易包装に対する市民意識の向上を図るよう、取組方

法等について研究を進め、啓発を行う。 

(2)COOL CHOICE(賢い選択)により、繰り返し使える容器(リター

ナブルびん等)に入った商品や詰め替え商品を積極的に使用

するよう啓発を行う。 

プラスチックごみ

の削減 

(1)買い物の際にエコバック・マイバスケットを持参することに

より、レジ袋の削減を図る。 

(2)使い捨てのプラスチック製フォークやスプーン、ストローな

どを極力使用しないことによりごみ減量化を図る。 

(3)経木や麦ストローなどプラスチックの代替品の使用などを

企業・消費者団体等と連携し研究を進め、推進していく。 

(4)令和７年度から実施する製品プラスチック分別回収に向け、

分別方法などについて周知を行う。 

ごみの出し方説明

会の実施 

(1)各地区等の要望に応じてごみの出し方説明会を開催し、市民

に分別収集、リサイクルへの理解を深めてもらい、ごみの減量

化、リサイクルを推進する。 

(2)ケーブルテレビや有線放送等によりごみ分別の周知徹底を

図る。 

ごみ・資源物の分

別の徹底 

 

(1)「ごみ・資源物収集カレンダー」及び「ごみ・資源物とのつ

きあい方（冊子）」を配布し、分別の周知徹底を図る。 

(2)可燃ごみ、不燃ごみ、資源物の分別について、広報や衛生自

治会と協力しながら周知徹底し、ごみの減量化、資源化を図

る。 

(3)外国人にも理解できるよう、外国語版のカレンダー等も作成

し、配布する。 

(4)自治会未加入者等には分別などの情報が伝わりにくいため、

ごみ・資源物収集カレンダーや分別アプリ「さんあーる」及び

直接指導などにより積極的に啓発し、分別の徹底を図る。 

(5)分別不十分ごみにより発生する事故の事例を公表し、分別の

周知徹底を図る。 

リサイクルの推進 (1)容器包装リサイクル法に基づく、ペットボトル、びん類、か

ん類、及び資源プラスチックの分別収集を広報誌やケーブル

テレビ等を活用して推進する。 

(2)ペットボトルを有効活用するため、キャップ及びラベルの除

去の徹底を図る。 

(3)びん類に陶器類等が混入しないよう説明会などにより徹底

を図る。 
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ごみ処理費用有料

制度 

ごみの減量化・資源化を推進するため、ごみ処理費用有料制度を

継続する。 

小学生・中学生を

対象とした環境教

育 

(1)指定ごみ袋購入チケット回収事業の継続により、小学生の頃

からごみ減量化・資源化の意識を培っていく。 

(2)「ものを大切にする心」を育てるために、小学校４年生対象

の教育用副読本を発行し、伊那市のごみ処理の様子、出し方等

を紹介し、ごみの減量化、資源化の学習に役立てる。 

(3)小学生がごみ処理施設の見学を行う「エコツアー」を実施し、

ごみ処理の過程を体験することにより、ごみの減量化等の意

識付けを行う。 

 

(ｲ) 事業系ごみに係る取組 

区 分 内  容 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

 

業 

 

系 

生ごみ・食品ロス

の削減 

(1)宴会時の食べ残しを減らす「残さず食べよう！３０・１０運

動」について飲食店への啓発を行い、市、飲食店がそれぞれ

市民に呼びかけることにより運動の浸透と実践に結びつけ

る。 

(2)年末年始など宴会が多くなる時期を重点期間とし、各種広報

を行うことにより「３０・１０運動」の一層の推進を図る。 

(3)食品ロス削減推進計画について準備、検討し策定する。  

(4)燃やせるごみの減量化のため、排出時には水分を切って減量

するよう、市報やホームページ、チラシなどにより啓発し、

生ごみの減量化を図る。 

収集運搬業者へ展

開調査、聞き取り

調査の実施 

上伊那クリーンセンターへ搬入されている事業系一般廃棄物に

ついて、定期的に展開調査を行うことにより、各事業所のごみ

の排出傾向などを把握し、産業廃棄物の混入防止や資源化可能

な紙ごみの分別の徹底を指導する。 

資源化可能な紙類

の分別の徹底 

燃やせるごみとして排出されている資源化可能な紙類につい

て、再生利用するよう周知徹底し、ごみの減量化を図る。 

搬入時の受付票の

記入 

搬入時に受付票を記入することにより、排出先を明確にし、減

量化の指導などを効率的に行う。 

事業系一般廃棄物

と産業廃棄物の周

知徹底 

(1)事業から排出される廃プラスチック類は産業廃棄物である

ため、上伊那クリーンセンターでは処理しないことを周知す

る。 

(2)事業系廃棄物の適正処理について、チラシ等の配付や指導を

行い周知する。 

商品及び容器包装

の再資源化 

販売した商品及び商品の容器包装の再資源化に努めるよう通知

や依頼を行う。また、レジ袋の削減に向けたエコバック・マイバ

スケットの普及に向けた啓発への協力を呼びかける。 
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(3) ごみ・資源物の収集・運搬計画 

ア 分別区分と収集・運搬及び中間処理内容 

処理段階 

種  類 
収集・運搬 中間処理 

最終処分 

埋立 海洋処分 

燃 や せ る ご み 
委 託 収 集 

許可収集・自己搬入 
上伊那広域連合委託 上伊那広域連合委託   

燃やせないごみ・粗大ごみ 
委 託 収 集 

許可収集・自己搬入 
上伊那広域連合委託 上伊那広域連合委託   

資 源 物 

資源プラスチック 委 託 収 集 上伊那広域連合委託    

古 紙 類 委 託 収 集 業 者 に 委 ね る    

牛乳パック 委 託 収 集 業 者 に 委 ね る    

び ん 類 委 託 収 集 上伊那広域連合委託    

か ん 類 委 託 収 集 業 者 に 委 ね る    

廃 食 用 油 直営・委託収集 業 者 に 委 ね る    

P  E  T 委 託 収 集 
上伊那広域連合委託 

及 び 業 者 に 委 ね る 
  

 

衣 類 委 託 収 集 業 者 に 委 ね る    

有害ごみ 乾電池・蛍光管 委 託 収 集 業 者 に 委 ね る    

 

イ 収集計画 

  収集区域の範囲 収 集 回 数 収 集 方 法 搬 入 先 

燃 や せ る ご み 伊那市全区域 週 に ２ 回 ステーション方式 上伊那クリーンセンター 

燃 や せ な い ご み 

旧伊那市区域 週 に １ 回 

ステーション方式 

クリーンセンター八乙女 

高 遠 町 区 域 
月 に ２ 回 

長 谷 区 域 

粗 大 ご み 
高 遠 町 区 域 年 に ３ 回 

拠 点 回 収 
長 谷 区 域 年 に ２ 回 

資 源 物 

資源プラスチック 伊那市全区域 週 に １ 回 ステーション方式 業 者 

古 紙 類 伊那市全区域 月 に １ 回 ステーション方式 業 者 

牛 乳 パ ッ ク 伊那市全区域 月 に １ 回 ステーション方式 業 者 

び ん 類 伊那市全区域 月 に １ 回 ステーション方式 クリーンセンター八乙女 

か ん 類 伊那市全区域 月 に １ 回 ステーション方式 業 者 

廃 食 用 油 伊那市全区域 ２カ月に１回 拠 点 回 収 業 者 

P  E  T 伊那市全区域 月 に １ 回 ステーション方式 クリーンセンター八乙女 

衣 類 伊那市全区域 年 に ２ 回 拠 点 回 収 業 者 

有害ごみ 乾電池・蛍光管 伊那市全区域 年 に ２ 回 拠 点 回 収 業 者 

※ 令和５年度～令和７年度まで、クリーンセンター八乙女基幹改良工事により９月、

１１月、２月の「燃やせないごみ」「粗大ごみ」「資源物（びん類）」の計画収集は

行いません。 
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(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的な事項 

ア 一般廃棄物収集運搬の委託 

伊那市が一般廃棄物収集運搬の委託をしている業者は次のとおりです。 

 

◎可燃ごみ （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

（有）光商会 伊藤 一美 伊那市中央 5175 番地 旧伊那市区域 

（有）共栄衛生舎 望月 正雄 伊那市上牧 6231 番地 1 旧伊那市区域・高遠町区域 

（有）共栄メンテナンス 望月 貞子 伊那市中央 5368 番地 2 旧伊那市区域 

（公社）伊那広域ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ 伊藤 次雄 伊那市西町 4896 番地 1 旧伊那市狐島区一部 

㈲いまむら 宮嵜 邦俊 伊那市山寺 2532 番地 2 旧伊那市西町区一部 

㈱ﾊｸﾄｰﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ高遠支店 小松 英樹 伊那市高遠町下山田 910 番地 1 旧伊那市西春近地区一部 

㈲共栄衛生舎 望月 正雄 伊那市上牧 6231 番地 高遠町区域 

㈲ファットエバー 鈴木 教仁 伊那市富県 3429 番地 5 長谷区域 

  

◎不燃ごみ （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

唐澤 和幸 唐澤 和幸 伊那市西箕輪 5356 番地 1 旧伊那市区域 

金田 商店 金田 太共 伊那市中央 5301 番地 34 旧伊那市区域 

㈱高山産業 高山 俊子 伊那市美篶 10482 番地１ 旧伊那市区域 

㈱ﾊｸﾄｰﾄｰﾀﾙｻｰﾋﾞｽ高遠支店 小松 英樹 伊那市高遠町下山田 910 番地 1 高遠町区域 

㈲ファットエバー 鈴木 教仁 伊那市富県 3429 番地 5 長谷区域 

 

◎プラスチック製容器包装 （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

唐澤 和幸 唐澤 和幸 伊那市西箕輪 5356 番地 1 旧伊那市区域 

金田 商店 金田 太共 伊那市中央 5301 番地 34 旧伊那市区域 

㈱高山産業 高山 俊子 伊那市美篶 10482 番地１ 旧伊那市区域 

㈱ティーフラット 金 昭一 伊那市日影 5808 番地 1 高遠町区域 

㈲ファットエバー 鈴木 教仁 伊那市富県 3429 番地 5 長谷区域 

 

◎資源物 （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

（有）光商会 伊藤 一美 伊那市中央 5175 番地 
旧伊那市区域 

その他びん・ＰＥＴ・牛乳パック 

（有）共栄衛生舎 望月 正雄 伊那市上牧 6231 番地 
旧伊那市区域  

透明びん・生きびん 

（有）共栄メンテナンス 望月 貞子 伊那市中央 5368 番地 2 旧伊那市区域 茶色びん 

㈱キタニ 木谷 済成 伊那市福島 320 番地 1 
高遠町区域 

（缶・生びん・びん類・ＰＥＴ） 
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㈱高山産業 高山 俊子 伊那市美篶 10482 番地１ 
長谷区域 

（びん類・ＰＥＴ） 

 

◎古紙類（収集・処理） （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

（有）高山商店 高山 タカシ 伊那市前原 8303 番地 3 
旧伊那市区域・ 

高遠町区域一部・長谷区域全域 

㈱キタニ 木谷 済成 伊那市福島 320 番地 1 旧伊那市区域 

㈱ティーフラット 金 昭一 伊那市日影 5808 番地 1 高遠町区域一部 

㈱那須屋興産 池上 幸平 伊那市西町 6612 番地 2 旧伊那市区域 

 

◎粗大ごみ （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

㈲いまむら 宮嵜 邦俊 伊那市山寺 2532 番地 2 高遠町区域 

㈱ティーフラット 金 昭一 伊那市日影 5808 番地 1 長谷区域 

 

◎缶類（収集） （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

㈲高山商店 高山 タカシ 伊那市前原 8303 番地 3 旧伊那市区域 

㈱キタニ 木谷 済成 伊那市福島 320 番地 1 旧伊那市区域・高遠町区域 

㈱ティーフラット 金 昭一 伊那市日影 5808 番地 1 旧伊那市区域・長谷区域 

㈱那須屋興産 池上 幸平 伊那市西町 6612 番地 2 旧伊那市区域 

 

◎配食用油 （令和 6年 3月現在） 

氏 名 又 は 名 称 代 表 者 住 所 備 考 

㈱公害技術センター 橋爪 麻人 伊那市西町 6256 番地 旧伊那市区域のみ 

（有）光商会 伊藤 一美 伊那市中央 5175 番地 旧伊那市区域のみ 

（有）共栄メンテナンス 望月 貞子 伊那市中央 5368 番地 2 旧伊那市区域のみ 

 

イ 一般廃棄物処理業の許可 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項及び第６項に基づき、一般廃棄

物の収集運搬または処分を業として行う場合には、市町村長の許可を受けることが

必要です。 

伊那市が一般廃棄物処理業の許可をしている業者は次のとおりです。 

一般廃棄物処理業（収集運搬）許可業者 

氏名又は名称 住所又は所在地 

株式会社 アイ・コーポレーション 岡谷市川岸東一丁目４番２３号 

有限会社 松岡産業 駒ヶ根市赤穂１４６１６番地２５ 

有限会社 光商会 伊那市中央５１７５番地 

株式会社 公害技術センター 伊那市西町６２５６番地 
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株式会社 ティーフラット 伊那市日影５８０８番地１ 

南重建設 株式会社 伊那市美篶７９０４番地１ 

株式会社 那須屋興産 伊那市西町６６１２番地２ 

有限会社 マツムラ 上伊那郡飯島町飯島２４３番地１０ 

有限会社 高山商店 伊那市前原８３０３番地３ 

株式会社 キタニ 伊那市福島３２０番地１ 

TPR トータルサービス 株式会社 岡谷市赤羽一丁目１番３２号 

ジャーナル商事 株式会社 飯田市高羽町三丁目１番地１１ 

有限会社 加藤産業 下伊那郡高森町下市田２４２２番地５２ 

株式会社 Ｇｒｅａｎ 伊那市西春近５８０６番地 

有限会社 城倉建材 上伊那郡宮田村３０６８番地 

株式会社 セイビ社 駒ヶ根市赤穂１４番地８６５ 

有限会社共栄メンテナンス 伊那市中央５３６８番地２ 

清村永基（清村商店） 上伊那郡宮田村７６１１番地４ 

有限会社 恵比寿産業 駒ヶ根市赤穂１４番地６７２ 

株式会社 ビジニナル・サービスセンター 駒ヶ根市赤穂１０１９番地２ 

鄭 震雄 伊那市高遠町芝平８１２番地 

有限会社 タカハ 飯田市松尾明７７１４番地１ 

株式会社 南信美装 諏訪市大字湖南３１２２番地１ 

川島 龍潤 駒ヶ根市赤須東１番５５号 

有限会社 栄南サービス 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２２８５番地１ 

有限会社 丸中産業 上伊那郡南箕輪村５６０９番地２ 

鶴山稔（鶴山商店） 上伊那郡箕輪町大字中箕輪２６６１番地 

株式会社 ＢＩＳＯ 伊那市東春近５４９番地３ 

直富商事 株式会社 長野市大字大豆島３３９７番地６ 

株式会社 イナック 上伊那郡宮田村５３３９番地 

（公社）伊那広域シルバー人材センター 伊那市西町４８９６番地１ 

有限会社 遠藤産業 上伊那郡辰野町大字伊那富２１５６番地３ 

株式会社 ハクトートータルサービス 上伊那郡南箕輪村沢尻８３６２番地４ 

有限会社 成山商店 岡谷市川岸東五丁目２番１９号 

株式会社 吉川商店 岡谷市湖畔一丁目７番４号 

松永 義夫 伊那市山寺２２２５番地 

株式会社 あずさ環境保全 松本市波田２０１９番地 

有限会社 ファットエヴァー 伊那市富県３４２９番５ 

有限会社 南商店 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１２３４６番地 

株式会社 金岡商店 上伊那郡宮田村５４５０番地５０ 

宮原 達也 諏訪市中洲３６７０番地９ 

株式会社 マルケイ 飯田市松尾上溝３０３３番地３ 

田島建設 株式会社 上伊那郡中川村片桐５１５８番地 

株式会社 光商会 木曽郡木曽町新開２２９４番地１ 
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伊藤 篤海 伊那市富県 7044-2 

株式会社 ＪＡＣＫ 上伊那郡飯島町田切４８０番地１ 

有限会社 イグチ美装 上伊那郡宮田村６８６１番地１ 

キョーセイブレーン 上伊那郡南箕輪村５９３９番地１ 

有限会社 竹原建材 飯田市上郷飯沼３２８２番地１ 

有限会社 いまむら 伊那市山寺２５３２番地２ 

平澤林産 有限会社 伊那市西春近４１０５番地 

丸忠リサイクル 株式会社 上伊那郡飯島町飯島１５２番地１ 

曲淵 広和 伊那市西春近８８７７番地３ 

宝資源開発 株式会社 長野市青木島町青木島乙６６１番地 

金田太共（金田商店） 伊那市中央５３０１番地３４ 

特定非営利活動法人くれよん 飯田市座光寺５８０７番地（事業所・事務局） 

株式会社 メディカルサービス松本 塩尻市大字洗馬字下平４９１番地１ 

清水解体工業 株式会社 伊那市西春近６３８番地１ 

富士見産業 株式会社 諏訪郡原村１８６５３番地１（長野支店） 

株式会社 バイオエコロジー信州 駒ケ根市中沢４１１７番地 

上島商事 株式会社 上伊那郡辰野町大字伊那富４５８８番地１ 

有限会社 信濃環境衛生舎 茅野市湖東６１８８番地２ 

有限会社 アクト 駒ケ根市赤穂１６４３９番地１ 

田中通商 株式会社 長野県伊那市西箕輪２１２７番地６ 

ドルフィン 株式会社 長野県上伊那郡辰野町大字辰野１６０２番地４ 

株式会社 アース 長野県諏訪市大字豊田１１７４番地２ 

原 富男 上伊那郡南箕輪村９９５５番地２ 

株式会社 リーズ 伊那市西箕輪２０３０番地４ 

富貴屋建設 株式会社 駒ケ根市赤穂３４６８番地 

株式会社 信州エコプラン 上伊那郡宮田村２３１１番地８ 

 

 

 

一般廃棄物処理業（処分）許可業者 

氏名又は名称 住所又は所在地 許可品目 

株式会社Ｇｒｅａｎ 伊那市西春近 5806 番地 
廃プラスチック類、木くず、ガラス陶

磁器くず 

株式会社キタニ 伊那市福島 320 番地 1 

金属くず、廃プラスチック類、紙く

ず、木くず、繊維くず、ガラスくず、

コンクリートくず、陶磁器くず、ゴム

くず・がれき類 

株式会社 ティーフラット 伊那市日影 5808 番地 1 
廃プラスチック類・古紙類、金属く

ず、紙くず、木くず、ゴムくず 
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株式会社那須屋興産 伊那市西町 6612 番地 2 

木くず、繊維くず、ゴムくず、廃プラスチック類、金属く

ず、紙くず、ガラスくず、がれき類、コンクリートくず、陶

磁器くず、再生資源物、粗大ごみ、廃乾電池類、廃食用油、

廃蛍光管類、廃計測器類、動植物性残渣、厨芥類、燃えがら

（灰類）、汚泥、廃家電品類 

有限会社高山商店 伊那市前原 8303 番地 3 廃プラスチック類、金属くず、紙くず 

平澤林産有限会社 伊那市西春近 4105 番地 木くず 

上伊那森林組合 伊那市東春近 1604 番地 1 木くず 

株式会社ハクトートータルサービス 上伊那郡南箕輪村 8362 番地 4 廃乾電池類・廃蛍光管類、不燃物 

有限会社 ファットエヴァー 長野県伊那市富県 3429 番地 5 
廃プラスチック類、紙くず、木くず、

繊維くず、金属くず 

株式会社バイオエコロジー信州 駒ケ根市中沢 4117 番地 木くず 

 

ウ 許可方針 

(ｱ) 一般廃棄物収集運搬業 

一般廃棄物の収集運搬については、現在、許可している業者の処理能力におい

て十分な処理が可能であることから、一般廃棄物収集運搬業の新規の許可につい

ては、原則として行いません。ただし、次の場合は許可を行います。 

・市外で収集したごみを市内の処理施設や処理業者に運搬する等、市内において収

集を行わない業者の申請 

・更新の許可申請を失念していた等の理由に基づき、許可期限の満了日までに更新

許可申請をしなかった業者の申請 

・既存個人許可業者が法人化する場合、又は、既存法人許可業者が合併する場合の

申請 

 

(ｲ) 一般廃棄物処分業 

原則として新規の許可を行いません。ただし、適正処理することが確実であり、

かつ、伊那市内の既存処理施設において処理が困難である廃棄物を扱う場合には、

許可を行います。 

(ｳ) 許可方針の見直し 

許可方針については、毎年度策定する伊那市一般廃棄物処理実施計画の策定時

に検討し状況に応じて見直すこととします。 
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エ 中間処理施設の概要 

施設の名称 

項目 
上伊那クリーンセンター クリーンセンター八乙女 

処 理 施 設 の 所 在 地 伊那市富県 3790 番地 箕輪町大字中箕輪 3819 番地 

処 理 施 設 の 内 容 
全連続燃焼式 

流動床式ガス化溶融炉 

破砕・圧縮－竪軸回転 

選別－全機械式・5種類選別 

処 理 能 力 118t／日（59t／24h×2 炉） 40t／日（5h） 

稼 動 予 定 日 数 358 日 190 日 

稼 動 処 理 能 力 31,860t／年 7,600t／年 

備 考  

基幹改良工事に伴い 

R6.9 月、11 月、R7.2 月受入休

止 

 

オ 中間処理施設の搬入見込み 

 搬入方法 搬入量 残渣量 処分先 

燃やせるごみ 

委託 7,940t/年 

355t/年 

ＣＣ八乙女 

最終処分場 

群馬県吾妻郡草津町 

最終処分場 

許可 3,290t/年 

自己搬入 614t/年 

燃やせないごみ・粗大ごみ 

委託 405t/年 

299t/年 
三重県、埼玉県、飯

島町他 最終処分場 
許可 4t/年 

自己搬入 339t/年 

資源物 

資源プラスチック 委託 595t/年 ― 再生業者 

古紙類 委託 790t/年 ― 再生業者 

牛乳パック 委託 3t/年 ― 再生業者 

びん類 委託 274t/年 ― 再生業者 

かん類 委託 52t/年 ― 再生業者 

廃食用油 委託・直営 4t/年 ― 再生業者 

P E T 委託 53t/年 ― 再生業者 

衣類 委託 56t/年 ― 再生業者 

有害ごみ 乾電池・蛍光管 委託 27t/年 ― 処理業者 

 

(5) その他 

ダイオキシン類の抑制 

一般廃棄物の分別（可燃物・不燃物）の徹底を図り、ダイオキシン類の発生抑制

に努めるとともに、自家焼却禁止に対する住民の理解と、環境保全の推進のため広

報をしていく。      
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Ⅱ 生活排水処理計画 

１ 生活排水処理計画 

(1) し尿・浄化槽汚泥・雑排水汚泥処理量 

 排出量 前年度対比（実績対比） 

し   尿 5,877ｋℓ/年 3.0％減 

浄化槽汚泥 10,439ｋℓ/年 1.0％減 

家庭雑排水 220ｋℓ/年 4.3％減 

 

(2) 収集運搬計画 

処理段階 

種  類 
収 集 ・ 運 搬 中 間 処 理 

最 終 処 分 

埋   立 海 洋 処 分 

し 尿 許 可 伊那中央行政組合   

浄 化 槽 汚 泥 許 可 伊那中央行政組合   

家 庭 雑 排 水 許 可 業 者 に 委 ね る   

 

(3) し尿・浄化槽汚泥・雑排水汚泥収集回数及び収集方法等 

 収集区域の範囲 収 集 回 数 収 集 方 法 搬 入 先 

し 尿 6,661 人 
定 額 制 

定時収集 
伊那中央衛生 

センター 従 量 制 

浄 化 槽 汚 泥 17,915 人 年に 1回 定時収集 
伊那中央衛生 

センター 

家 庭 雑 排 水 
伊 那 市 2 ヶ 月 に 

定時収集 業者に委ねる 
全 区 域 1 回 

 

(4) 中間処理計画 

ア 処理施設の概要 

施設名称 

項目 
伊那中央衛生センター 

処理施設の所在地 伊那市西春近 2560 番地 

処 理 施 設 の 内 容 好気性消火処理方式 

処 理 能 力 200 ㎘/日 

稼 動 予 定 日 数 365 日 

稼 動 処 理 能 力 73,000 ㎘/年 

備 考 26,800 ㎘/年 
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(5) 生活排水処理の概要 

  処理する区域 
処 理 す る 

面 積 

処 理 す る 

人 口 
備 考 

合 併 処 理 

浄 化 槽 

旧伊那市区域 
公共下水道事業認可

区域及び農業集落排

水事業採択区域を除

く市内全域 

 
1,323 基/年 

(3,234 人) 
 

高 遠 町 区 域  
44 基/年 

(99 人) 
 

長 谷 区 域 
農業集落排水事業採

択区域を除く全域 
 

29 基/年 

(38 人) 
 

農業集落排水 

旧伊那市区域 

・西春近南部 

(諏訪形、下牧、赤木、表木) 

80ha 

L=23.9 ㎞ 
1,900 人 平成 7年 3月 10 日 

・美篶東部 

(笠原、芦沢、南割、横町、千年町) 

47ha 

L=15.6 ㎞ 
1,080 人 平成 7年 3月 22 日 

・西春近小出北部地区 

(山本、当方、村岡、上村、城) 

35.7ha 

L=12.2 ㎞ 
570 人 平成 10年 3月 26日 

・春富地区(榛原、原新田、

共栄、中組、北福地、桜井、貝沼) 

72.3ha 

L=27.3 ㎞ 
1,690 人 平成 10年 3月 26日 

・福地地区 

(北福地、南福地) 

61.6ha 

L=23.5 ㎞ 
1,200 人 平成 12年 3月 27日 

・手良地区 

(八ツ手、霜手良、中坪、野口) 

55ha 

L=30.1 ㎞ 
2,760 人 平成 17年 3月 25日 

高 遠 町 区 域 

・勝間 

(堀、西和手、共信、滝沢、原勝間) 

14.5ha 

L=4567m 
200 人 平成 2年 7月 7日 

・上山田 

(印字、金井、芝平、三英) 

28ha 

L=6043 ㎞ 
630 人 平成 7年 4月 28 日 

・新栗 

 
 95 人 平成 5年 4月 1日 

・宮原 

(宮原) 
 80 人 平成 6年 4月 1日 

長 谷 区 域 

・黒河内 

(和泉原) 

3ha 

L=1.0 ㎞ 
190 人 平成 12 年 4月 1日 

・溝口 

(中山、原組、尾田屋、上城、南郷) 

13ha 

L=6.9 ㎞ 
890 人 平成 13年 12月 1日 

・市野瀬 

(下村、町屋、上村、間倉、柳原) 

10ha 

L=2.0 ㎞ 
410 人 平成 15 年 2月 1日 

・非持 

(日向、中組、宮の上、原組、上組) 

17ha 

L=6.2 ㎞ 
860 人 平成 17 年 4月 1日 
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  処理する区域 
処 理 す る 

面 積 

処 理 す る 

人 口 
備 考 

公 共 下 水 道 

旧伊那市区域 ・伊那処理区 1,102ha 27,070 人 
全体計画 26,390 人 

1,286ha Ｈ元～Ｈ42 

高 遠 町 区 域 

・西高遠地区 

(千年町を除く) 

・東高遠地区 

・小原地区、下山田地区 

・長藤地区 

(的場・弥勒［新栗除く］) 

190ha 3,090 人 
平成 5年 3月 25 日 

(供用開始日) 

特定環境保全公

共 下 水 道 事 業 

旧伊那市区域 

・美篶処理区 

(公共関連) 
149ha 4,910 人 

全体計画 4,700 人 

305ha Ｈ元～Ｈ42 

・竜東北部処理区 

(公共関連) 
105ha 1,860 人 

全体計画 1,810 人 

105ha Ｈ元～Ｈ42 

・小出島処理区 106.4ha 1,970 人 
平成 9年 3月 26 日 

(供用開始日) 

・大萱処理区 230ha 5,670 人 
全体計画 5,440 人 

230ha Ｈ元～Ｈ42 

・殿島処理区 197ha 4,670 人 
全体計画 4,470 人 

330ha Ｈ元～Ｈ42 

高 遠 町 区 域 

・長藤地区 

(板山から栗田) 
48ha 790 人 

平成 10 年 3月 25 日 

(供用開始日) ・藤沢地区 

(台殿から水上) 

雑 排 水 

簡 易 浄 化 槽 

旧伊那市区域 全域  
224 基 

(672 人) 
 

高 遠 町 区 域   
1 基 

(3 人) 
 

長 谷 区 域 全域  
1 基 

(3 人) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


